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ごみの減量を図るため、ごみの分け方・出し方のルールを守りましょうごみの減量を図るため、ごみの分け方・出し方のルールを守りましょう

66月月11日は日は
人権擁護委員の日人権擁護委員の日

令
和
２
年
度
市
民
税
・
都
民
税

納
税
通
知
書
、公
的
年
金
特
別

徴
収
税
額
決
定
通
知
書
を
発
送

令
和
２
年
度
市
民
税
・
都
民
税
が

課
税
に
な
る
方
へ
、
市
民
税
・
都
民

税
の
普
通
徴
収
（
個
人
払
い
）
の
納

税
通
知
書
を
６
月
９
日
㈫
に
発
送
し

ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
市
民
税
・
都

民
税
の
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
も

６
月
９
日
か
ら
発
行
で
き
ま
す
。

ま
た
、
市
民
税
・
都
民
税
が
公
的

年
金
か
ら
特
別
徴
収
（
天
引
き
）
さ

れ
る
方
で
、
普
通
徴
収
で
納
め
る
税

額
が
な
い
方
に
は
、
公
的
年
金
特
別

徴
収
税
額
決
定
通
知
書
を
発
送
し
ま

す
。
こ
の
通
知
書
は
年
金
か
ら
特
別

徴
収
（
天
引
き
）
を
す
る
金
額
を
示

し
た
も
の
で
、
窓
口
な
ど
で
納
付
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
市
民
税
・
都
民
税
が
す
べ

て
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収（
天
引
き
）

と
な
る
方
は
、
勤
務
先
へ
税
額
決
定

通
知
書
を
郵
送
し
た
５
月
１４
日
か

ら
、
市
民
税
・
都
民
税
の
課
税
（
非

課
税
）
証
明
書
が
発
行
で
き
ま
す
。

※
所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
期

限
延
長
に
伴
い
、
３
月
１６
日
以
降
に

確
定
申
告
書
を
提
出
さ
れ
た
方
は
、

市
民
税
・
都
民
税
の
課
税
計
算
が
間

に
合
わ
ず
、
確
定
申
告
書
の
内
容
が

通
知
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
改
め
て
課

税
計
算
を
行
い
、
後
日
税
額
変
更
の

通
知
を
郵
送
し
ま
す
。

令
和
２
年
度
の

市
民
税・都
民
税
の
主
な
変
更
点

●
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
見
直
し

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
対
象
と
な

る
寄
附ふ

金
は
、
総
務
大
臣
が
一
定
の

基
準
に
基
づ
き
指
定
し
た
自
治
体
に

対
す
る
寄
附
金
に
限
ら
れ
ま
す
。
指

定
を
受
け
て
い
な
い
自
治
体
に
対
し

て
、
令
和
元
年
６
月
１
日
以
降
に
支

出
し
た
寄
附
金
は
、
ふ
る
さ
と
納
税

（
特
例
控
除
）
の
対
象
外
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
特
例
制
度
の
適
用
も
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
。

●
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
拡
充

令
和
元
年
１０
月
～
２
年
１２
月
に
入

居
し
た
方
は
、
控
除
期
間
を
現
行
の

１０
年
間
か
ら
１３
年
間
へ
延
長
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
（
消
費
税
の
税
率

１０
％
が
適
用
さ
れ
る
住
宅
の
取
得
等

の
場
合
に
限
り
ま
す
）。
今
回
の
措

置
で
延
長
さ
れ
た
控
除
期
間
（
１１
～

１３
年
目
）
に
所
得
税
か
ら
控
除
し
き

れ
な
い
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
は
、
現

行
制
度
と
同
様
に
控
除
限
度
額
の
範

囲
内
で
、
市
民
税
・
都
民
税
の
税
額

か
ら
も
控
除
し
ま
す
。

�

→
課
税
課
（
内
３２７
）

教

育

学
校
施
設

長
寿
命
化
計
画
を
策
定

市
内
学
校
施
設
（
小
学
校
１０
校
・

中
学
校
５
校
）
を
計
画
的
に
修
繕
・

更
新
し
、
安
全
で
良
好
な
学
習
環
境

を
整
備
す
る
た
め
、
学
校
施
設
長
寿

命
化
計
画
（＊）
を
策
定
し
ま
し
た
。

（＊）
一
般
的
に
６０
年
と
い
わ
れ
て
い
る

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
建
築
物
の
耐

用
年
数
を
、
一
定
の
期
間
で
改
修
工

事
等
を
行
う
こ
と
で
、
８０
年
に
長
寿

命
化
す
る
た
め
の
今
後
１０
年
の
計
画

公
表
期
間
６
月
１
日
㈪
～

公
表
場
所
教
育
総
務
課
（
ひ
か
り
プ

ラ
ザ
内
）・
オ
ー
プ
ナ
ー
（
市
役
所

附
属
棟
）・
市
ＨＰ
※
閉
庁
日
・
閉
館

日
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

→
教
育
総
務
課
☎
０
４
２
・
５７４
・
４

０
４
０

中
学
校
教
科
書
展
示
会

令
和
３
年
度
か
ら
中
学
校
で
使
用

す
る
教
科
用
図
書
を
採
択
す
る
に
あ

た
り
、
意
見
・
感
想
を
い
た
だ
く
た

め
、
教
科
用
図
書
の
見
本
展
示
会
を

開
催
し
ま
す
。
な
お
、
教
科
用
図
書

の
採
択
要
項
の
設
定
時
期
か
ら
、
１

週
間
程
度
遅
ら
せ
て
実
施
し
ま
す
。

d
６
月
１９
日
㈮
～
７
月
９
日
㈭
※
時

間
は
各
施
設
の
開
館
時
間

b
①
教
育
セ
ン
タ
ー
（
ひ
か
り
プ
ラ

ザ
内
）、
②
本
多
・
も
と
ま
ち
・
恋

ケ
窪
公
民
館
※
①
当
日
直
接
会
場
へ

②
各
館
へ
予
約
が
必
要
で
す

公
民
館
電
話
番
号
本
多
☎
０
４
２
・

３２１
・
０
０
８
５
・
も
と
ま
ち
☎
０
４

２
・
３２５
・
４
２
２
１
・
恋
ケ
窪
☎
０

４
２
・
３２４
・
１
９
２
６

→
学
校
指
導
課
☎
０
４
２
・
５７３
・
４

３
７
４農

業

市
内
農
業
者
開
設
の

市
民
農
園
へ
の
入
園
者
募
集

市
内
で
新
た
な
市
民
農
園
が
開
設

さ
れ
ま
し
た
。
自
分
の
ペ
ー
ス
で
野

菜
作
り
が
で
き
、
栽
培
で
不
安
な
点

は
農
園
主
か
ら
助
言
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

名
称
フ
ァ
ー
ム
ラ
ン
ド　
コ
ク
ア

所
在
地
光
町
３
―
６
―
５

農
園
主
本
橋
順
子
さ
ん

使
用
期
間
６
月
１
日
㈪
～
令
和
３
年

１
月
３１
日
㈰
※
以
降
は
毎
年
４
月
１

日
～
翌
年
１
月
３１
日

区
画
３６
区
画
※
１
区
画
約
１５
㎡

e
２
万
円
（
税
込
み
）
※
令
和
３
年

度
以
降
は
３
万
５
千
円
（
税
込
み
）

m�

i
電
話
で
直
接
農
園
主
☎
０
４

２
・
５７４
・
７
５
７
４
へ

市民農園で野菜作りをしませんか

�

→
経
済
課
（
内
３９７
）

市
認
定

農
業
者
を

認
定

認定農業者ロゴマーク

農
業
に
関
す
る
基
本
構
想
に
照
ら

し
、
効
率
的
で
安
定
し
た
魅
力
あ
る

農
業
経
営
を
目
指
す
農
業
者
の
農
業

経
営
改
善
計
画
を
認
定
・
支
援
し
て

い
ま
す
。
こ
の
度
、
市
内
２
経
営
体

（
新
規
認
定
１
・
再
認
定
１
）
を
認

定
農
業
者
と
し
て
認
定
し
ま
し
た
。

認
定
期
間
令
和
７
年
３
月
３１
日
ま
で

認定農業者一覧（敬称略・順不同）

区分 町名 氏名

新規認定 東戸倉
清水幸雄・
清水美智子・
清水睦

再認定 西恋ヶ窪 尾﨑友英

�

→
経
済
課
（
内
３９７
）

y午後1時～5時※1人1時間
b市役所第3庁舎2階会議室

t�創業を考えている方、創業後
5年未満の方
c4人
e無料
m�6月2日（火）から電話で経済課
へ※先着順

→経済課（内396）

6月11日（木）

創業個別相談会創業個別相談会

　納税通知書等が届いた方で、市民税・都民税（住
民税）の申告がお済みでない方は、所得控除の申
告をすると税額が下がる場合があります。なお、
税務署へ確定申告書を提出済みの場合は、市民税・
都民税の申告は不要です。申告がお済みの方でも、
所得控除の追加などがある場合は、最長過去5年
間さかのぼって税額を減額する申告ができる場合
があります。

所得控除の種類
　�雑損／医療費／社会保険料（健康保険・国民年
金・介護保険など）／生命保険料／地震保険料
／寡婦・寡夫／勤労学生／障害者／配偶者／配
偶者特別／扶養
i�所得税を減額する手続き＝立川税務署☎（042）
523―1181
　各種控除の適用条件など＝課税課

→課税課（内569）

市民税・都民税 市民税・都民税 
（住民税）（住民税）のの申告申告はは

お済みですかお済みですか

　人権擁護委員は、法務大臣の委嘱を受けて、地
域の皆さんの人権が尊重されるように活動してい
る民間人です。相談は無料です。相談内容の秘密
は厳守します。

身近な人権相談（予約制）
　新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るため
当面の間、中止しています。
※�再開の際は1日号2ページ「無料相談」に掲載
電話での人権相談
　法務省では、電話での人権相談を行っています。
●�みんなの人権110番（人権一般）
　☎（0570）003-110
●�女性の人権ホットライン（女性の人権問題）
　☎（0570）070-810
●�子どもの人権110番（子どもの人権問題）
　☎（0120）007-110
●�外国人人権相談（外国人の人権問題）
　☎（0570）090-911

→人権平和課☎（042）573-4378


